広告入り窓口用封筒提供者募集要項

　

【募集期間】

令和８年６月１日から令和８年６月１９日まで（土・日・祝日は除く。最終日は午後４時必着）

【提供していただくもの】

１　広告入り窓口用封筒

　　　来庁者が住民票や印鑑証明など各種証明書などの持ち帰り用として利用する窓口用封筒

　　※必要に応じて来庁者が自由に利用するもので、市が利用を促進するものではありません。
　　⑴　規格及び製作予定枚数

　　　ア　角形２号（縦３３２㎜×横２４０㎜）　　　　４万枚

　　　イ　角形６号（縦２２９㎜×横１６２㎜）　　　　２万枚
　　　※製作予定枚数については、別途協議のうえ変更の可能性があります。

　　⑵　広告掲載封筒面積
　　　　 表面・裏面とも封筒面積の３分の１程度

　　　※掲載位置、サイズ等は別途協議します。
　２　封筒設置台

　　　提供された封筒を設置するための台
【広告料】
　窓口用封筒提供申込書に記載のとおり

【封筒及び封筒設置台の設置場所】

　蒲郡市役所市民課、休日市役所窓口センター、その他市が指定する場所

【封筒及び封筒設置台の設置期間】

　令和９年１月１日から令和９年１２月３１日までの１年間

【提出書類】

　１　窓口用封筒提供申込書（第１号様式）

　２　会社の履歴事項全部証明書（提出期限前３か月以内のもの）

　３　納税証明書（直近事業年度の法人市県民税、提出期限前３か月以内のもの）

　４　会社概要（個人事業主の場合は事業主の身分証明書）
【提出場所等】

　市民課に持参又は郵送（必着）してください。FAXやE-mailによる提出は受付けません。

【選定基準】

　提出された書類に基づき、実現性、業務実績、信頼性など（広告料）を総合的に評価し、１社（事業主）を選定します。

【問い合わせ先】

　蒲郡市役所　市民生活部市民課　電話（０５３３）６６－１１０９
【注意事項】

　１　蒲郡市広告掲載要綱、蒲郡市広告掲載基準、蒲郡市広告入り窓口封筒の提供に関する取扱要領及び本要項の内容に適合しないものは認められません。

２　虚偽の内容が記載されているものは失格となります。

　３　審査の経緯の公表はしません。また、審査結果に対しての異議申立ては、受付けません。

　４　提出に要する費用は、応募者負担とさせていただきます。

　５　提出された書類は、原則として返却しません。

　６　掲載広告については、別途蒲郡市において審査を実施します。
　７　掲載する広告主については、市内事業者を優先的に募集するようお願いします。
